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10月12日
石川

兵庫 滋賀

富山
1,062 1,050

10月2日

新潟
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秋田
1,031
3月31日
山形 岩手
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北海道
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10月4日

1,029
11月21日

10月4日 1月1日
群馬 栃木
1,063 1,068

12月23日 12月1日
宮城 福島
1,038 1,033

千葉
1,140
10月3日

島根

1,085
11月1日 10月12日
神奈川 東京
1,225 1,226
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埼玉 茨城
1,141 1,0741,047
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京都 福井鳥取
1,033 1,030
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広島 岡山

10月4日 10月3日

1,054 1,061
10月8日 10月3日
岐阜 山梨

山口
1,043
10月16日 1,116 1,080

10月4日 10月5日
大阪 奈良

1,140 1,097
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愛知 静岡

1,065 1,052
10月18日 12月1日

愛媛 香川
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高知 徳島
1,023 1,046
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1,023
12月1日

1,026 1,023
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1,031
12月1日

1,034 1,035
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鹿児島 宮崎

福岡
1,030 1,057
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熊本 大分

佐賀

令和7年度の地域別最低賃金の改定状況

─すべての都道府県で出揃う！① 

［ 今月の NEWS ］

令和 7年度の地域別最低賃金の改定状況の一覧 

2025 年 10 月以降 都道府県別に施行 

2025 年 全国最低賃金一覧 
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※ 発効年月日は、答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります。 

大幅な引き上げとなることから、最低賃金割れの増加が懸念されています。 
月給制の場合、所定のルールにより時給換算して、最低賃金額と比較する必要がございま
すので注意が必要です。ご不明な点がございましたら、お気軽にご連絡ください。 

都道府県名
答申された改定額 
( )内は令和 6年度 発効予定年月日 都道府県名

答申された改定額
( )内は令和 6年度 発効予定年月日 

北海道 1,075 円（1,010 円） 令和 7年 10 月 4 日 滋 賀 1,080 円（1,017 円） 令和 7年 10 月 5 日
青 森 1,029 円（ 953 円） 令和7年11月21日 京 都 1,122 円（1,058 円） 令和7年11月21日
岩 手 1,031 円（ 952 円） 令和 7 年 12 月 1 日 大 阪 1,177 円（1,114 円） 令和7年10月16日
宮 城 1,038 円（ 973 円） 令和 7年 10 月 4 日 兵 庫 1,116 円（1,052 円） 令和 7年 10 月 4 日
秋 田 1,031 円（ 951 円） 令和 8年 3月 31 日 奈 良 1,051 円（ 986 円） 令和7年11月16日
山 形 1,032 円（ 955 円） 令和7年12月23日 和歌山 1,045 円（ 980 円） 令和 7年 11 月 1 日
福 島 1,033 円（ 955 円） 令和 8年 1月 1日 鳥 取 1,030 円（ 957 円） 令和 7年 10 月 4 日
茨 城 1,074 円（1,005 円） 令和7年10月12日 島 根 1,033 円（ 962 円） 令和7年11月17日
栃 木 1,068 円（1,004 円） 令和 7年 10 月 1 日 岡 山 1,047 円（ 982 円） 令和 7年 12 月 1 日
群 馬 1,063 円（ 985 円） 令和 8年 3月 1日 広 島 1,085 円（1,020 円） 令和 7年 11 月 1 日
埼 玉 1,141 円（1,078 円） 令和 7年 11 月 1 日 山 口 1,043 円（ 979 円） 令和7年10月16日
千 葉 1,140 円（1,076 円） 令和 7年 10 月 3 日 徳 島 1,046 円（ 980 円） 令和 8年 1月 1日
東 京 1,226 円（1,163 円） 令和 7年 10 月 3 日 香 川 1,036 円（ 970 円） 令和7年10月18日
神奈川 1,225 円（1,162 円） 令和 7年 10 月 4 日 愛 媛 1,033 円（ 956 円） 令和 7年 12 月 1 日
新 潟 1,050 円（ 985 円） 令和 7年 10 月 2 日 高 知 1,023 円（ 952 円） 令和 7年 12 月 1 日
富 山 1,062 円（ 998 円） 令和7年10月12日 福 岡 1,057 円（ 992 円） 令和7年11月16日
石 川 1,054 円（ 984 円） 令和 7年 10 月 8 日 佐 賀 1,030 円（ 956 円） 令和7年11月21日
福 井 1,053 円（ 984 円） 令和 7年 10 月 8 日 長 崎 1,031 円（ 953 円） 令和 7年 12 月 1 日
山 梨 1,052 円（ 988 円） 令和 7年 12 月 1 日 熊 本 1,034 円（ 952 円） 令和 8年 1月 1日
長 野 1,061 円（ 998 円） 令和 7年 10 月 3 日 大 分 1,035 円（ 954 円） 令和 8年 1月 1日
岐 阜 1,065 円（1,001 円） 令和7年10月18日 宮 崎 1,023 円（ 952 円） 令和7年11月16日
静 岡 1,097 円（1,034 円） 令和 7年 11 月 1 日 鹿児島 1,026 円（ 953 円） 令和 7年 11 月 1 日
愛 知 1,140 円（1,077 円） 令和7年10月18日 沖 縄 1,023 円（ 952 円） 令和 7年 12 月 1 日
三 重 1,087 円（1,023 円） 令和7年11月21日 全国加重平均額 1,121 円 （1,055 円）

令和 7 年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申が出揃い、そ

の結果が厚生労働省から公表されました。これによると、中央最低賃金審議会が示した目

安額を超える改定が 47 都道府県中 39 道府県で答申されており、全国加重平均額も、目

安額として示された 1,118 円を上回る「1,121 円」となっています。 

今年度は、発効時期が遅いところもありますので、発効年月日とともに、最寄りの地域

の地域別最低賃金の額をご確認ください。 

令和7年度の地域別最低賃金の改定状況

─すべての都道府県で出揃う！② 

［ 今月の NEWS ］
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令和７年度の地域別最低賃金の大幅な

引き上げを受けて、厚生労働省等から、

「業務改善助成金」を拡充するとのお知

らせがありました（令和７年９月５日か

ら拡充）。そのポイントを確認しておきま

しょう。 

令和７年度の地域最低賃金の大幅な引

き上げについて、政府は、「対応していた

だく中小企業の皆様、小規模事業者の皆

様を、強力に後押ししていく」としてい 

ますが、その代表的な支援策が、この

「業務改善助成金」の拡充です。まず

は、令和７年度の改定に伴い、地域別最

低賃金未満の社員（最低賃金割れの社

員）が出てくるかどうかを確認し、最低

賃金割れの社員が出てくるようでした

ら、「業務改善助成金」をはじめとする政

府の支援策の活用を考えてみましょう。 

その際には、ひと声お掛けください。

アドバイス等をさせていただきます。 

地域別最低賃金の大幅な引き上げを見据え 

｢業務改善助成金｣を拡充（厚労省） 
地域別最低賃金の大幅な引き上げを見据え 

｢業務改善助成金｣を拡充（厚労省） 

［ 今月の NEWS ］

業務改善助成金の対象となる事業者の拡大等 

（内閣官房・厚労省・経産省資料） 
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国税庁から、「令和７年分 年末調整の

しかた」が公表されました。変更点を含

め、年末調整の手順などを今一度確認す

るためにも、今回公表された「令和 7年

分 年末調整のしかた」を、早めにチェッ

クしておきましょう。 

トップページにも書かれていますが、本

年の年末調整においては、基礎控除の見

直し等にご注意ください！ 

※今回は、令和７年８月７日に令和７年

人事院勧告が行われ、令和７年４月１日

以降の措置内容として自動車などの交通

用具使用者に対する通勤手当の額の引き

上げが勧告されました。これを受け、令

和７年４月１日にさかのぼって通勤手当

に係る非課税限度額が改正される場合に

は、年末調整での対応が必要となること

があります。 

他の関係資料（「給与所得の源泉徴収票

等の法定調書の作成と提出の手引」な

ど）のほか、パンフレットなどをまとめ

て公表する「年末調整がよくわかるペー

ジ（令和７年分）」については、10 月頃公

開予定とされています。 

通勤手当に係る非課税限度額の改正の

動向も含め、新たな情報が公表されまし

たら、随時お伝えします。 

「令和７年分 年末調整のしかた」を公表 

（国税庁） 

［ 今月の NEWS ］

「令和７年分 年末調整のしかた」の

トップページ 
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令和７年度税制改正を踏まえ、19 歳以

上 23 歳未満の被扶養者に係る認定につい

て、年間収入の要件が変更され、令和７

年 10 月から適用されることになったこと

は、以前にお伝えしました。この度、こ

の変更について、日本年金機構から Q＆A

が公表されました。 

たとえば、次のような Q＆A が示されて

います。 

確 認 今回の変更のポイント

□扶養認定日が令和７年 10 月１日以降

で、扶養認定を受ける方が 19 歳以上 23

歳未満の場合（被保険者の配偶者を除

く。）は、現行の「年間収入 130 万円未

満」が「年間収入 150 万円未満」に変

わります。 

扶養認定日が令和７年 10 月１日以降と

なるケースに備え、このＱ＆Ａの内容は

確認しておきたいところです。必要であ

れば、気軽にお声掛けください。 

Ｑ
今回（令和７年 10 月）の変更は、学

生であることは要件ですか？ 

Ａ

令和７年度税制改正における取り扱

いと同様、学生であることの要件は

求めません。 

あくまでも、年齢によって判断しま

す。 

Ｑ
年齢要件（19 歳以上 23 歳未満）は、

いつの時点で判定するのですか？ 

Ａ

年齢要件（19 歳以上 23 歳未満）は、

扶養認定日が属する年の 12 月 31 日

時点の年齢で判定します。 

例えば、Ｎ年 10 月に 19 歳の誕生日

を迎える場合には、Ｎ年（暦年）に

おける年間収入要件は 150 万円未満

となります。 

（参考）・・・中略・・・ 

なお、民法の期間に関する規定を準

用するため、年齢は誕生日の前日に

おいて加算します。例えば、誕生日

が１月１日である方は、12 月 31 日に

おいて年齢が加算されます。 

Ｑ

令和７年 10 月１日以降の届出で、扶

養認定日が令和７年 10 月１日より前

にさかのぼる場合、19 歳以上 23 歳未

満の被扶養者にかかる年間収入の要

件は、どのように判定するのです

か？ 

Ａ

令和７年 10 月１日以降の届出で、令

和７年 10 月１日より前の期間につい

て認定する場合、19 歳以上 23 歳未満

の被扶養者にかかる年間収入の要件

は 130 万円未満で判定します。 

年金Ｑ＆Ａ（19歳以上23歳未満の被扶養

者にかかる認定）を公表（日本年金機構） 

［ 今月の NEWS ］

「年金Ｑ＆Ａ（19 歳以上 23歳未満の

被扶養者にかかる認定）」から抜粋 
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毎年８月 31 日は、各府省庁が財務省に

対して来年度の予算の概算要求を行う期

限となっています。令和８年度（2026 年

度）の予算について、厚生労働省からは

どのような概算要求が行われたのでしょ

うか？ そのポイントを紹介します。 

●一般会計総額は「34 兆 7,929 億円」と

なっています（過去最大）。 

そのうち、年金・医療等に係る経費が

32 兆 9,387 億円を占めています。 

●今回の概算要求では、次の３点を柱と

し、重点的な要求を行うこととされて

います。 

Ⅰ 社会の構造変化に対応した保健・医

療・介護の構築 

Ⅱ 物価上昇を上回る賃上げの普及・定

着に向けた三位一体の労働市場改革

の推進と多様な人材の活躍促進 

Ⅲ 包摂的な地域共生社会等の実現 

●このうち、企業実務に特に関連がある

のは、「Ⅱ」といえます。 

主な項目には、次のようなものがあり

ます（抜粋）。 

□中小・小規模企業等に対する賃上げ支

援、非正規雇用労働者への支援 2,022

億円 

□リ・スキリングによる能力向上支援、 

ジョブ型人事指針の周知、成長分野等

への労働移動の円滑化 1,961 億円 

□深刻化する人手不足への対応 515 億円 

□就職氷河期世代、障害者や高齢者等多

様な人材の活躍促進 501 億円 

□多様な働き方の実現に向けた環境整

備、仕事と育児・介護の両立支援、ワ

ーク・ライフ・バランスの促進 1,326

億円 

□ハラスメント対策の推進、安心安全な

職場環境の実現 75 億円 

□子育て中の女性等に対する就職支援の

実施 45 億円 

やはり、最近話題の政策には、多くの

予算が要求されていますね。要求どおり

に予算が成立するのか？具体的にはどの

ような施策となるのか？その動向をチェ

ックしておきます。 

令和８年度の厚労省予算の概算要求 

重点事項に「労働市場改革の推進」など 

［ 今月の NEWS ］

令和８年度（2026 年度）厚生労働省

予算の概算要求のポイント 
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労働基準法では、労働時間を切り捨て

ることは認められておりません。そのた

め、1日の労働時間は 1分単位で計算する

のが原則となります。 

打刻「まるめ」とは、一定の労働時間

の切り上げや切り捨てを行う処理のこと

を意味します。たとえば、始業時刻 9時

00 分、終業時刻 18 時 00 分の会社に勤務

する社員が、18 時 12 分に退勤の打刻をし

たとします。この会社が「15 分単位」で

「まるめ」を行っている場合、退勤時刻

は 18 時 00 分として処理され、12 分間は

切り捨てられることになります。 

このような打刻「まるめ」は労働時間

の原則に反しますので、原則として労働

基準法に違反します。 

なお、労働基準法には「労働時間は 1

分単位で計算しなければならない」とい

う文言が明記されているわけではありま

せん。しかし、労働基準法 24 条第 1項

「通貨で、直接労働者に、その全額を支

払わなくてはならない」という定めを根

拠として、1分単位で計算しなければなら

ない、と考えられています。 

労働基準監督署による調査で 15 分や 30

分単位の打刻「まるめ」が発覚した場

合、是正指導や勧告の対象となります。

指導を受けた会社は、指定された期限内

に勤怠管理方法を見直し、原則として 1

分単位（指導内容による）での管理方法

へ切り替えることが必要となります。ま

た悪質と判断された場合は、30 万円以下

の罰金が科される可能性もあります。 

20 年前、日本マクドナルドは 30 分単位

で打刻「まるめ」を行っていたことを労

働基準監督署に指摘され、1 分単位の管理

方法へ切り替えるとともに、過去の未払

い残業代を精算・支給しています。この

ような事例からも行き過ぎた打刻「まる

め」は改善すべきだと思われます。 

人事労務の相談室 Ｑ＆Ａ 

［ 労務情報 ］

Ｑ．

タイムカードの計算で、15 分や 30 分

単位で計算するのは問題があると聞き

ました。当社では昔からそのように処

理してきましたが、本当でしょうか？

Ａ． 

労働時間は 1分単位が原則です。 

1 日ごとに、一定の労働時間を一律に

切り捨て、その分の賃金を支払わない

ことは、労働基準法違反となります。

労働時間の原則 

打刻「まるめ」の罰則 

まとめ 

打刻「まるめ」は NG 
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) 他 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

※ 季節調整値：前月からの変化を適切に捉えるため、季節変動の影響を除いた数値（原数値から季節変動を除去した結果数値）

定期給与 現金給与総額（2025 年 6 月)

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県 
514,106 円 727,787 円 530,204 円 465,748 円 487,634 円 

労働関係指標（2025 年 7 月) 

有効求人倍率 

（季節調整値※） 

全国  1.22 倍 

有効求人数 

全国 2,299,869 人

有効求職者数 

全国 1,943,851 人

広島県 1.44 倍 広島県 62,117 人 広島県 43,147 人 

福山市 1.52 倍 福山市 10,663 人 福山市  7,031 人

人事労務の統計指標 

［ 統計指標 ］
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現金給与総額（5人以上）

全国 東京都 大阪府 広島県 岡山県
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月間有効求人・求職・求人倍率の推移

有効求人数 有効求職者数 有効求人倍率(福山所) 広島県有効求人倍率 全国有効求人倍率

1.22

1.52 1.44
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参考：毎月勤労統計調査（全国調査・地方調査） 結果の概要｜厚生労働省 (mhlw.go.jp) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1a.html

Copyright(C)クロウド社会保険労務士事務所 All Rights Reserved  

［ 統計指標 ］

名 目 賃 金：労働に対して支払われた貨幣額で示された賃金 
実 質 賃 金：実際に支給される名目賃金の額から物価の変動分を取り除いた値 
消費者物価指数：全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列

的に測定するもの 
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名目・実質賃金の伸び率 2020年8  2022年12月

名目賃金 実質賃金 消費者物価指数
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名目・実質賃金の伸び率 2023年1  2025年5月

名目賃金 実質賃金 消費者物価指数

人事労務の統計指標 
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ゆんたくひんたく 

［ coffee break ］
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Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

10 / 1 
10 / 10 

● 改正育児介護休業法施行（育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等 他）
● 9

10 / 31 ● 9月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 
● 8 月決算法人の確定申告と納税・2026 年 2 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 
● 労働者死傷病報告書の提出（休業 4日未満の 7 9月分の労災事故について） 
● 労働保険料の納付（延納第 2期分） 

営業日のお知らせなど 

［ 今月のお知らせ ］

赤文字の日、及び青文字の日は休みとさせていただきます。

2025 

1０ October 

お仕事 
カレンダー
10 月 


